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第２章　文化政策を取り巻く動向　　　　　　　　　 

１　国の動向

（１）文化芸術振興基本法の制定

　　　平成 13 年 12 月に文化芸術振興のための基本的な法律として、「文化芸術振興基本法」が制

　　定されました。この法律は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、心豊かな国民

　　生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的としています。

　　　同法では、地方公共団体は「国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に

　　応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と定めています。

（２）文化芸術の振興に関する基本的な方針の策定

　　　文化芸術振興基本法に基づき、平成 14 年 12 月に「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第

　　１次基本方針）」が定められ、平成 19 年 2 月に第２次基本方針が決定されました。この第２次

　　基本方針は、概ね５年間を見通した、文化芸術の振興を総合的に推進するために策定されました。

（３）文化審議会

　　　文化行政における政策の企画立案機能の充実を図るため、文化の振興及び国際文化交流の振興

　　に関する重要事項について、幅広い観点から調査審議を行う目的で、平成 13 年 1 月に文部科

　　学省に文化審議会が設置されました。

（４）「文化芸術立国」の実現と文化発信

　　　第２次の「文化芸術の振興に関する基本的な方針」において、文化芸術は国民全体の社会的財

　　産であり、一層の振興を図ることにより文化芸術で国づくりを進める「文化芸術立国」を目指す

　　ことが必要であると明記されています。それを踏まえて、文化庁では、世界に誇れる芸術の創造

　　及びその国内外への発信、文化芸術の国際交流の推進などを通じて、文化芸術立国の実現に向け

　　て施策の充実に取り組んでいます。

（５）文化庁長官表彰＜文化芸術創造都市部門＞の設置

　　　文化庁では、都市政策の中心に文化政策を据えて地域活性化に取り組み、地域から世界に向かっ

　　て文化を発信する地方自治体を応援するため、平成 19 年度から文化庁長官表彰に新たに文化芸

　　術創造都市部門を設け、自治体に対する表彰を始めました。平成 19 年度は横浜市（神奈川県）、

　　金沢市（石川県）、近江八幡市（滋賀県）、沖縄市（沖縄県）の４都市が受賞し、平成 20 年度は、

　　札幌市（北海道）、篠山市（兵庫県）、萩市（山口県）とともに豊島区が受賞しています。
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２　東京都及び他都市の動向

（１）東京都文化振興指針の策定

　　　国の「文化芸術振興基本法」の制定を受け、東京都は平成 18 年 5 月に「東京都文化振興指針」

　　を策定しました。東京都における文化のより一層の振興を図ることを目的とし、東京からの創造・

　　発信を政策として位置づけています。

（２）東京芸術文化評議会

　　　東京芸術文化評議会は、平成 18 年 12 月の東京都文化振興条例の改正により設置されました。

　　東京の文化振興に関する基本的な方針・政策に関する事項について、知事の諮問に応じて専門的

　　な見地から調査審議するほか、社会環境の変化などに機敏に対応した新たな文化施策を提言する

　　ことを目的としています。評議員には、各界で活躍する第一人者が就任しています。

（３）東京文化発信プロジェクト

　　　東京文化発信プロジェクトは、東京ならではの芸術文化の創造・発信と、芸術文化を通じた子

　　どもたちの育成を目的として、平成 20 年度から、東京都と東京都歴史文化財団が芸術文化団体

　　等と協力して実施しています。演劇、音楽、伝統芸能、美術など様々な分野で事業を展開し、新

　　たな文化の創造とその成果を世界に強く発信しています。

（４）他都市の動向

　　　平成 20 年度に文化庁長官表彰＜文化芸術創造都市部門＞を受賞したいずれの都市も、伝統的

　　な文化を保存するに留まらず、芸術を街の中に取り入れて新しい魅力と活力の創出を図る取り組

　　みを行っています。

　　　札幌市は、多くの文化施設で市民が文化芸術に触れる機会を恒常的に提供しつつ、「札幌市デ

　　ジタル創造プラザ」で新産業の担い手育成などに取り組んでいます。

　　　篠山市は、古い街並みや周囲の里山、祭礼行事などを総合的に保存、活用するまちづくりを推

　　進しています。

　　　萩市は「萩まちじゅう博物館条例」を定め、官民共同で博物館の運営や外国人向けの歴史紹介

　　パンフレット作成などを行っています。

　　　また、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）が国際連携のため、デザイン、文学、映画、音楽、

　　食文化など７つの分野で創造性の高い都市を認定する創造都市ネットワーク（平成 16 年創設）

　　において、平成 20 年に、デザイン分野でアジアで初めて、神戸市と名古屋市が認定されました。
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３　豊島区の動向

　　豊島区は、昭和 7 年 10 月、巣鴨町、西巣鴨町、高田町、長崎町が合併して誕生しました。戦前、

　戦後、そして昭和から平成へと時代が移り、豊島区を取り巻く状況も大きく変化してきています。

　少子高齢・低成長社会へと移行していくなかで、区では持続可能な行政運営への新たな転換が求め

　られています。

　　平成 14 年、豊島区は、区制 70 周年の節目の年を迎え、「躍動・感動・創造　ともに創ろう　

　文化の風薫るまち　としま」をテーマに、区民をはじめ、民間団体、企業、大学等の協力を得て、

　さまざまな 70 周年記念事業に取り組みました。

　　173 事業、延べ 274 万人以上が参加したこの記念事業は、地域文化の発展への大きな機運の

　高まりとなり、この成果を未来につなげていくために、豊島区は、文化を区政の大きな柱のひとつ

　として推進することとしました。

（１）豊島区の文化政策に関する提言

　　　区制 70 周年記念事業を契機として、平成１４年８月、区政運営の基本となる文化政策の考え

　　方を検討するため、文化政策懇話会（座長　福原義春（社）企業メセナ協議会会長）を設置し、

　　平成 16 年に「豊島区の文化政策に関する提言」（以下、「文化政策懇話会提言」）を受けました。

　　　この提言の基調となる考え方は、文化を従来の芸術分野にとどまらず、区民の日常的な生活空

　　間や都市空間等と一体をなすものとして広く捉え、文化行政を展開する上でも、産業・福祉・教

　　育・まちづくり・環境等、さまざまな分野の施策と連動させ、総合的な取り組みが必要であると

　　いうものです。区では、この提言を踏まえ、事業を展開していくこととしました。

（２）地域再生計画の認定

　　　地域再生計画とは、地域社会の活性化を図るために、制度の改善、補助対象施設の有効活用を

　　進める国の方策です。

　　　豊島区は、「文化芸術創造都市の形成」計画が平成 16 年度第二次地域再生計画の認定を受け、

　　学校閉校施設を転用した、文化芸術の創造・発信拠点として「にしすがも創造舎」を開設しまし

　　た。また、グリーン大通りを核としたオープンアートカフェによる社会実験（国土交通省支援）

　　を実施しています。

　　　その後、平成 17 年 4 月に施行された地域再生法に基づく地域再生計画として、４度にわた

　　る追加計画の認定を得て、街なかでのアートプログラムや文化ボランティア育成の取り組みなど

　　さまざまな事業を展開しました。それぞれの事業が相乗効果を生み出すことにより、魅力と活気

　　に溢れる文化創造都市の形成を目指しています。



第２章　文化政策を取り巻く動向

9

（３）文化創造都市宣言と文化芸術振興条例の制定

　　　区民をはじめとした自主的な文化活動が盛んに行われている状況を踏まえ、協働による文化の

　　まちづくりの機運をさらに高めるため、平成 17 年 9 月に、「文化創造都市宣言」を行いました。

　　この宣言は、文化を基軸とした、未来に向けての魅力と活力ある地域社会づくりを進めることを

　　趣旨としています。

　　　また、文化政策に関する基本理念や重点目標等を盛り込んだ「文化芸術振興条例」を新たに平

　　成 18 年 4 月に施行しました。文化創造都市宣言をさらに発展させ、文化芸術の振興を通じて

　　誇りと活力に満ちた文化の風薫るまち、豊島区を築くための取り組みを行っています。

（４）都内初の文化庁長官表彰＜文化芸術創造都市部門＞の受賞

　　　区では長年にわたり、区民をはじめ、NPO 法人、企業、大学等との協働により、文化を基軸

　　としたまちづくりを展開してきました。

　　　池袋駅西口周辺における屋外空間でのイベントの開催や、新池袋モンパルナス西口まちかど回

　　遊美術館、NPO 法人と協働した「にしすがも創造舎」での文化芸術創造拠点づくりや小中学校・

　　幼稚園でのワークショップ型授業の実施など、積極的に文化を発信する試みを進めています。

　　　そのほか、区独自の文化資源の再発見、再構築にも取り組み、平成 19 年には、池袋モンパル

　　ナス・長崎アトリエ村の歴史を今に伝える区立熊谷守一美術館がオープンしました。

　　　こうした取り組みが高い評価を受け、平成 21 年 1 月 30 日に東京都で初となる「平成 20

　　年度文化庁長官表彰＜文化芸術創造都市部門＞」を受賞しています。




